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住まいるダイヤルの電話相談件数の推移
（件）
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出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォーム相談のうちトラブルが生じている件数の推移
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・不具合ありの場合 ： 屋根に雨漏りが生じているので業者に修補させたい
・不具合なしの場合 ： 業者に追加工事代金を請求されたがどうすれば良いか

※その他の相談の例 ： 業者からの見積価格が適正かどうか知りたい

出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォーム相談における相談者の主な解決希望内容（平成２３年度）

（件）
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修補 損害賠償 契約解除 工事代金関係 修補と損害賠償

出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォーム無料見積チェック制度

消費者
（例えば）

○「□△工事一式」とかよくわからない項目が多い

○○改修工事

１．○□工事一式 ¥○○○○

２．△×工事一式 ¥○○○○

３．諸経費 ¥○○○○

４ 特別割引 ¥－○○○○

電話相談

○ 事 式」 よくわ らな 項目 多
○悪質請求じゃないかしら

４．特別割引 ¥ ○○○○

総 計 ¥○○○○○

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

専門家
相談

（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、リフォーム事
業者から提示された見積についての電話での無料相談を受け付ける

弁護士会

（１）見積の項目・形式についての相談

ト
ラ
ブ
ル

な
っ
て
い

相談へ

○○改修工事

１．○○工事
既存○○撤去費

モデル
見積書

業者から提示された見積についての電話での無料相談を受け付ける。

＜相談の流れ＞

（ ）見積 項目 形式 相談
①不明瞭な項目（一式工事、特別割引など）がないか
②二重計上や不要な工事項目がないか 等

（２）見積金額についての相談
①一般的な相場に対して極端に高額な請求ではないか等

ル
に
な
り
そ

い
る
場
合

既存○○撤去費

○○工事費
○○塗装費

○○設備費
小 計
２．○○工事

既存○○撤去費
○○設備費

小 計
３．諸経費

総 計

見積書
の送付

（３）工事途中の追加費用についてのアドバイス
①見積や図面に記載の工事内容は希望と合っているか

そ
う
な
場
合
、

＋ 追加費用チェックリスト

１．契約前に確認すべきこと
□ 希望の工事内容は明確か

・・・・・・・・
□ 希望が伝わっているか

・・・・・・・・
□ 現場を見た上での見積か

・・・・・・・・

□ 見積内容を確認したか

チェック
リスト
の送付
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①見積や図面に記載の工事内容は希望と合っているか
②追加工事の費用負担について確認したか 等

、□ 見積内容を確認したか
・・・・・・・・

□ 追加工事の確認
・・・・・・・・

２．工事中に確認すべきこと

□ 追加工事の費用負担等
・・・・・・・・



リフォーム無料見積チェックの実施件数の推移
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※実施件数：１，１０４件（平成２２年４月～平成２４年１１月）
出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォーム相談のうち見積に関する相談件数

その他

見積に関する相談件数

リフォーム見積チェックサービス実施件数（件）

402 

5,761 987 
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出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォーム見積チェックサービスに係る主な相談内容（平成２３年度）

（件）
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344単価や合計金額は適正か

181工事内容や工事項目は適正か

57
事業者の選定はどのように

すればよいか

46
クーリング・オフや瑕疵保険など

法律や制度について知りたい

8相見積りのとり方を知りたい
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出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



弁護士等による専門家相談制度

消費者（例えば）
○欠陥の補修について業者と揉めているので相談したい

電話相談

○欠陥の補修について業者と揉めているので相談したい
○住宅に不具合があり欠陥ではないか、専門家に相談したい ときなど

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター

専
門
家
に

個
別
相
談

電話相談 地元での専門家相談を紹介

に
よ
る

談

専門家相談の依頼

全国各地の弁護士会

専門家相談の依頼

リフォームに関するトラブルについて、消費者が弁護士や
建築士に無料で対面相談できる制度を各地の弁護士会
で実施。
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実



リフォームに関する専門家相談実施件数の推移
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※実施件数：１，１７６件（平成２２年４月～平成２４年１１月）

出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォームに関する専門家相談における相談内容（平成２３年度）

（件）
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損害賠償を
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209
損害賠償を

請求したい

148修補して欲しい
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どうしたらいいか
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68契約を解消したい

32
提案や要求の内容

が妥当か知りたい
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出典：（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター資料



リフォーム瑕疵保険制度

○ 保険金支払い対象：リフォーム工事を実施したすべての部分に係る瑕疵を包括的に
対象 （設備機器・器具そのものの瑕疵は除く）

保険期 ［構造 び 水防水部分 係る 事］ 年○ 保険期間：［構造及び雨水防水部分に係る工事］ 5年
［構造及び雨水防水部分以外に係る工事］ 1年

○ 縮小填補割合：80％（業者倒産時等には100％を填補）

消費者 消費者

工事請負契約

保険加入の依頼消費者
（発注者）

消費者
（発注者）

登録事業者
（リフォーム業者）

保険加入の依頼

保険法人の
ホームページ
で検索

保険加入
手続き

保険金の
支払い

保険金の支払
（業者倒産時） 検査

（建築士）

登録事業者 住宅瑕疵担保責任保険法人
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登録事業者
（リフォーム業者）

住宅瑕疵担保責任保険法人



リフォーム瑕疵保険申込件数の推移
（件）
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※申込件数：１４，７８１件（平成２２年４月～平成２４年１０月）



建設業法（昭和２４年法律第１００号） （抄）

（建設工事の見積り等）

第 十条 建設業者 建設 事 請負契約を締結する 際 事内容 応第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応

じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建

設工事の見積りを行うよう努めなければならない設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

２ 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立す

るまでの間に 建設工事の見積書を提示しなければならないるまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。

３ 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約

を締結する以前に 入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うを締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う

以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項につ

いて できる限り具体的な内容を提示し かつ 当該提示から当該契約の締結いて、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結

又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で

定める一定の期間を設けなければならない。
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定める 定の期間を設けなければならない。


